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政
府
は
平
成
十
八
年
三
月
よ
り
韓
国
人
に
対
す
る
短
期
滞
在
査
証
免
除
措
置
を
期
間
限
定
な
し
に
実
施
し
て
い
る
が
、
日
本

国
内
で
政
治
活
動
を
行
う
韓
国
人
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
お
尋
ね
す
る
が
、
一
般
旅
券
を
所
持
す
る
韓
国
人
で
、
我

が
国
の
政
治
的
意
思
決
定
又
は
そ
の
実
施
に
影
響
を
及
ぼ
す
政
治
活
動
を
行
う
目
的
に
よ
り
日
本
に
入
国
し
よ
う
と
す
る
者
は

短
期
滞
在
査
証
免
除
措
置
の
対
象
と
な
る
か
。 

 

右
質
問
す
る
。 


